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財政部は5月12日に《営利事業所得税監査準則》

(以下、本準則)の一部条文の改正草案を予告しまし

た。予告期間は60日です。今回の改正は、主にCFC

所得制度が2023年度から施行されることに応じた関

連内容の追加改正です。また、財務会計準則公報、

関連法令の変更、財政部が公布した解釈通達及び

憲法裁判所2022年憲判字第五号判決の要旨を参

考にして、本準則の一部条文が改正されました。条

文の四大改正要点は次の通りです。

一、被支配外国法人所得課税制度(以下、CFC課税

制度)に合わせ改正

(一)営利事業所得税確定申告を行う際に自ら法に

基づき調整する法令の根拠。（改正条文第2条）

(二)営利事業者が中華民国国外の低税負担国又は

地域おける関係企業に投資する場合、「被支配

外国法人の所得計上適用細則」の規定により

投資収益を計上しなければならない。（改正条

文第30条）

(三)営利事業者が被支配外国法人の株式又は資本

額を処分する場合、その処分損益は「被支配外

国法人の所得計上適用細則」の規定により処

理しなければならない。（改正条文第32条及び

第100条）

上記の条文は所得税法CFC課税制度に合わせた

改正のため、2023年度以降の営利事業所得税申告

に適用されます。

二、国際財務報告基準(IFRS)、国際会計基準(IAS)

及び企業会計準則 (EAS)に合わせた改正

(一) IFRS第16号に合わせてリース資産に関する会

計処理根拠を改正し、また資産売却後のリース

バックの処理規定を改正する。（改正条文第36

条の2）

(二) IFRS第16号、IAS第40号、EAS第20号及び第16

号、並びに財政部2020年5月22日付台財税字

第10904546810号の規定に合わせて、営利事

業者の借受資産及び保有する投資性不動産

の減価償却に関する規定を制定する。（改正条

文第95条）

2023年度からリース資産は関連規定により減価償

却を計上し、固定資産耐用年数より短くない年数で

計上する必要があります。当該リース資産が乗用

車である場合、乗用車の減価償却対象額がNT$250

万又はNT$500万(車両リース業を経営する場合)を

超えない等の関連規定を準用して処理する必要が

あります。

営利事業所得税監査準則改正草案の四大要点
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三、関連法令及び財政部解釈通達に合わせた関連

規定の改正

(一)2021年12月17日に改正公布された税金徴収法

第44条の過料計算方式に合わせて、条文を適

宜改正する。（改正条文第23条）

(二)国外本社又は地域本部の管理費用を配賦する

際に、関連書類について台湾の在外領事館又

は台湾政府の認可機関の認証を受けなければ

ならないという規定を削除する。（改正条文第70

条）

(三)航空機及び高速鉄道の交通費に添付すべき証

憑に関する規定を緩和する。（改正条文第74条）

高速鉄道を利用した日帰出張について、チケッ

トの半券や購入証明書類の添付の規定が緩和

されました。出張報告書及び関連書類に基づい

て交通費計上の合理性を確認することが可能

な高速鉄道を利用した日帰出張である場合は、

利用者（出張者）の証明書類に簡素化されます。

(四)2021年12月22日付で改正公布された運動産業

発展条例第26条の2に合わせて、教育部の専

用口座を通じたプロ又はアマチュアスポーツ及

び主要スポーツイベントの主催者への寄付費

用計上規定を追加し、関連条文を改正する。

（改正条文第79条）

(五) 2018年7月2日より、行政院大陸委員会は大陸

委員会に組織再編されたため、条文を適宜改

正する。（改正条文第79条、第94条及び第99条）

(六)2021年4月28日に改正公布された本法第24条

の5の土地増値税計上規定に合わせて、条文を

適宜改正する。特殊貨物及び役務税条例第6

条の1の規定により、2016年1月1日以降の家屋、

土地販売に係る特殊貨物及び役務税の徴収を

停止し、関連規定を削除する。（改正条文第90

条）

(七)家屋及び土地の購入、建設に関する支払利息

計上規定を改正する。税金徴収法第26条の1の

規定により申請した分割払い税額に加算する利

息は、費用に計上することができる。（改正条文

第97条）

本準則の利息費用の資産化に関する規定について、

従来の条文では土地の借入金利息のみを資本的

支出として計上する必要がありましたが、改正草案

の条文では、営業使用に供する家屋については、

建築完成(建設)または名義変更前(購買)の支払利

息も資本的支出として計上する必要があります。棚

卸資産及び営業使用に供さない家屋、土地につい

ては、その借入金利息を繰延費用として計上し、売

却時に費用として計上する必要があります。

四、憲法裁判所の2021年憲法判字第5号判決の要

旨に合わせた第111条の2の規定の改正、本法

第39条第1項の税務機関が査定する各期の欠

損の範囲の明文化

本条文の新規追加について、所得税法第39条の規

定により控除することが出来る前10年の欠損金額

は、税務当局が査定した欠損を指すことにご留意く

ださい。同法第42条の規定により所得額に算入しな

い投資収益及び関連法律規定により営利事業所得

税の徴収が免除又は納付が免除された所得がある

場合、先に控除する必要があります。但し、所得税

法の規定により免税とされる土地、証券及び先物の

売却損益は、当該期の査定欠損から控除する必要

はありません。
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